
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年６月２６日 １１時１０分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市長井港南西方沖 

 長井港防波堤灯台から真方位２１２°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１１.８′ 東経１３９°３６.０′） 

事故の概要  プレジャーボートA S
エーエス

21 2019 は、漂泊中、岩礁に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年７月１５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート AS21 2019、１.６トン 

 ２３５－５４６８８神奈川、株式会社リビエラリゾート 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

横須賀市には、令和２年６月２５日１１時２９分に波浪注意報が、

２１時４５分に強風注意報が発表され、本事故当時も継続中であっ

た。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、沿岸から約５

００ｍ沖で釣りをしながら漂泊中、船外機のプロペラに釣り糸が絡

み、船長が絡みを解く作業をしていたところ、風浪に圧流されて沿岸

近くの岩礁に乗り揚げた。 

 船長は、携帯電話により船舶所有者経由で海上保安庁に事故の通報

を行い、船長及び同乗者は来援した船舶所有者の小型船舶に救助さ

れ、また、本船は、同船舶にえい
．．

航された。 

船長は、釣り糸がプロペラから外れず船外機が始動できなかった

際、強風及び波浪により岩礁の方に圧流されていたので、船内にあっ

た錨を投入するべきであったと、本事故後に思った。 

分析 本船は、強風及び波浪注意報が発表されていた状況下、沿岸から約

５００ｍ沖で漂泊中、風浪により圧流されていたところ、船長がプロ

ペラに絡んだ釣り糸を解く作業を続けていたことから、風浪に圧流さ

れて岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、強風及び波浪注意報が発表されていた状況下、

漂泊中、風浪により圧流されていたところ、船長がプロペラに絡んだ

釣り糸を解く作業を続けていたため、風浪に圧流されて岩礁に乗り揚

げたものと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・岩礁などに圧流される状況下でプロペラに絡んだ釣り糸を解く作

業を行う場合には、錨を投入して実施すること。 

 


